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1.用語解説 

あ

行 

一時保護 危険度の高さや加害者からの追求の有無等に

より、被害者の安全の確保のため、一時的に

保護すること。 

医療保険に係る支援措置 被害者及びその同伴者が加害者の被扶養者に

なっている場合に、証明書を持って保険者に

申し出ることにより、被保険者又は組合員の

世帯に属する者から外れることができる。Ｄ

Ｖ防止法の規定する一時保護、保護命令の決

定を受けた者、女性相談員による面接相談を

受けた者が対象。 

か 

行 

家庭児童相談室 家庭における児童の養育や発達等について相

談、支援を行う機関。福祉事務所に設置され

ており、社会福祉主事と家庭相談員が配置さ

れ、児童相談所等とも連携を図っている。 

子どもＳＯＳ 平成 22年度より三島市に設置している児童虐

待・ＤＶ相談専用の無料電話。 

さ 

行 

児童相談所 児童福祉法に基づき、各都道府県や政令指定

都市等に設置される、児童福祉の専門機関。

児童に関する諸問題について，相談，判定，

措置，指導および一時保護を行う。 

児童虐待防止推進月間 児童虐待防止等に関する法律が施行された 11

月を児童虐待防止推進月間とし、児童虐待問

題に関する社会的関心の喚起を図るため、全

国的に広報や啓発活動を行っている。 

社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法により制定され

た国家資格。身体上・精神上の障害があるた

めに日常生活を営むのに支障がある人の福祉

に関する相談に対して助言等の支援を行なう

専門職。 

住民基本台帳の閲覧制限 被害者が、更なる暴力によりその生命又は身

体に危害を受けるおそれがあり、加害者が被

害者の住所等を探索する目的で、被害者の住

民基本台帳の閲覧等を行うおそれがある場合

に加害者等に対して、住民基本台帳の閲覧制

限を行います。 

女性相談員（婦人相談員） 売春防止法第 35条、ＤＶ防止法第 4条に基づ

き、都道府県知事等に委嘱され、ＤＶをはじ

めとした問題を抱える女性への相談支援等を

幅広く行っている。 
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女性に対する暴力をなくす運

動期間 

女性に対する暴力を根絶するため、女性に対

する暴力撤廃国際日（11 月 25 日）までの 2

週間（11 月 12 日～25 日）を運動期間とし、

全国的に広報や啓発活動を行っている。 

た 

行 

地域包括支援センター 介護保険法に基づき、各市町村に設置されて

いる。高齢者が住み慣れた地域で、その人ら

しい生活を送るために、介護サービスをはじ

め、福祉、医療、権利擁護など様々なサービ

スを、包括的・継続的に提供していく必要が

あり、保健師や社会福祉士、ケアマネジャー

など専門職が連携して相談・対応にあたって

いる。 

デートＤＶ 交際相手との間に起こる暴力のこと。 

な 

行 

二次被害 ＤＶ被害者が相談援助機関などの職務関係者

から、ＤＶへの知識不足による無理解により、

配慮に欠けた言動を受け、更に深く傷ついて

しまうこと。 

年金事務における支援措置 配偶者暴力相談支援センターが発行する証明

書により、避難をしているＤＶ被害者が、国

民年金保険料の納付が経済的に困難な場合の

納付が免除になったり、基礎年金番号から加

害者による追跡を防ぐために、基礎年金番号

を変更することができる。ＤＶ防止法の規定

する一時保護、保護命令の決定を受けた者、

女性相談員による面接相談を受けた者が対

象。 

は 

行 

配偶者暴力支援センター ＤＶ防止法に基づき、被害者からの相談や保

護、自立のための支援等の業務を行っている。

静岡県では県女性相談センターがその機能を

果たしている。 

 

 

法テラス（日本司法支援センタ

ー） 

総合法律支援法に基づき、設立された公的な

法人で、法的なトラブルを抱えた人の解決へ

の情報提供や経済的に余裕がない人への無料

法律相談、弁護士・司法書士費用の立替えな

どを行う民事法律扶助業務を行っている。 

保護命令 ＤＶ防止法により定められた被害者保護のた

め、地方裁判所が相手方（加害者）に対して

発する命令。命令には、接近禁止命令・退去

命令・子への接近禁止命令・親族等への接近

禁止命令・電話等禁止命令がある。 
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母子家庭等就業・自立支援セン

ター 

就業相談から技能講習、就業情報の提供に

至るまでの一貫した就労支援サービスを

提供するとともに、生活相談や養育費の取

り決めなどの専門相談を実施することに

より、母子家庭等の自立促進と生活の安定

を図ることを目的としている。 

県内に４ヶ所設置あり、近隣では沼津市に

設置されている。 

母子家庭等自立支援給付金 母子家庭等の母又は父が就職に役立つ技能や

資格の修得のために①県指定の各種講座を受

講する場合に支給される自立支援教育訓練給

付金と、②各種学校等の養成機関で２年以上

修業する場合などに支給する高等職業訓練促

進給付金がある。 

母子父子寡婦福祉資金 ひとり親家庭等に対し、経済的自立の助成と

生活意欲の助長を図り、併せてその扶養して

いる児童の福祉を増進するために設けられた

もの。修学資金をはじめ 12種類の貸付資金が

ある。貸付金の種類や連帯保証人の有無によ

り無利子または低利子で貸付される。 

ま 

行 

三島市生活支援センター 平成２７年４月より、生活困窮者自立支援法

に基づき、生活全般にわたる困りごとの相談

に応じる、自立相談支援機関が全国に設置さ

れるようになった。 

三島市では三島市生活支援センターという名

称で設置している。 

三島市子どもを守る地域ネッ

トワーク（三島市要保護児童対

策地域協議会） 

要保護児童の早期発見や適切な保護を行うこ

と、ＤＶ被害者への適切な処遇を図ることを

目的として設置している協議会。 

自治会、民生委員児童委員協議会、学校、保

育園、警察、行政など関係機関の連携強化を

図っている。 

 


